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中国 請求項に記載された使用環境特徴の認定について（ネット

ワークプラグ上蓋の自動位置決め構造事件） 

使用環境特徴は保護対象から独立し保護対象と何らかの関係を持っている技術的特徴である。使用

環境特徴として解釈することは中国の特許実務における独特な請求項の解釈方法である。保護対象を

確定した後、それに基づき、請求項における保護対象自身の構造ではなく、その取付位置又は接続構

造等の使用背景又は使用条件を説明する技術的特徴について、使用環境特徴であると認定することが

できる。一方、請求項における保護対象自身の構造が有する構成要素又は製品内部の異なる部品間の

取付関係／接続関係については、使用環境特徴であると認定してはならない。 

以前の弊所ニュースにおいて「中国特許実務上の機械分野に関する使用環境特徴の活用策について

1」を紹介したが、先日、東莞光距電子有限公司と寧波普能通訊設備有限公司の実用新案権侵害事件に

おいて、中国最高人民裁判所は本件実用新案の技術内容における争いのある特徴は使用環境特徴を構

成すると判断し、第一審判決を覆し、被疑侵害製品は本件実用新案権を侵害すると認定した2。以下、

本事件について紹介し分析する。 

 
1 Wisdomニュース Vol.110（2022/5/9） 
2 （2021〉最高法知民終 1921号 

Wisdom ニュース～台湾・中国知財情報～         Vol.117（2022 年 9 月 6 日） 
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事件の概要 

東莞光距電子有限公司（原告）は第 CN206834412U号実用新案「ネットワークプラグ上蓋の自動位

置決め構造」（以下、「本件実用新案」）の実施権者であり、「寧波普能通訊設備有限公司」（被告）が製

造、販売、販売の申出を行っている製品は本件実用新案権を侵害するとして、中国浙江省寧波市中級

人民裁判所（以下、「第一審裁判所」）に訴訟を提起した。第一審裁判所は原告の請求を棄却する判決

を下し 、原告はこれを不服として上訴した。最終的に、中国最高人民裁判所は第一審判決を取消し、

被告に対し権利侵害行為の停止、及び経済損失 10 万人民元及び権利保護のための合理的費用 5 万人

民元の賠償を命じる判決を下した。 

本件実用新案の技術内容 

本件実用新案請求項 1の内容は次の通りである。 

「土台と、 

一端が前記土台の上端面に枢結され、前記土台と互いに係合してともにプラグ本体を構成する上蓋

と、 

前端がある程度の長さで前記プラグ本体の内部に差し込まれ、複数の内部芯線を含む LAN ケーブ

ルとを含み、 

前記プラグ本体の土台の内部に底板が取り付けられ、前記底板に回路基板が固定され、さらに前記

回路基板にピアシング端子座と前記ピアシング端子座の上に位置する圧板とが配置され、 

前記土台の後端に、ある程度の長さの前記 LAN ケーブルの前端を固定するためのケーブル保持具

が組み合され、前記上蓋の表面にレリーズばね片が配置され、 

前記土台の前記レリーズばね片と対向する位置に前端座が配置され、前記前端座に前記レリーズば

ね片を向く解除ばね片が配置され、且つ、前記レリーズばね片は、前記上蓋を開ける動きと共に前記

解除ばね片を圧し、設定した開け角度の位置に達する時自動的に前記上蓋を位置決めする、ネットワ

ークプラグ上蓋の自動位置決め構造。」 
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【本件実用新案に係る装置とその使用環境特徴の概略図】 

裁判所の見解 

浙江省寧波市中級人民裁判所（第一審）の見解は次の通りである。 

本件実用新案に係る考案はネットワークプラグ上蓋の自動位置決め構造であり、請求項 1において

「前端がある程度の長さで前記プラグ本体の内部に差し込まれ、複数の内部芯線を含む LAN ケーブ

ル」という技術的特徴が含まれる。当該特徴は LANケーブルの種類及び LANケーブルのプラグ本体

に接続する位置に対して明確に特定しており、当該特定された LAN ケーブルは前記ネットワークプ

ラグ上蓋の自動位置決め構造の構成の一部を構成するため、前記特徴は使用環境特徴ではなく、必須

な構造特徴である。被告が製造販売する被疑侵害製品は左側が LAN ケーブル通路の入口であり、本

件実用新案請求項 1 に記載の特定された LAN ケーブルを有しない。よって、被疑侵害製品は本件実

用新案請求項 1の必須な技術的特徴を欠いており、本件実用新案の保護範囲に入らず、侵害を構成し

ない。 

原告は第一審の判決を不服とし、中国最高人民裁判所に上訴した。 

中国最高人民裁判所は第一審裁判所による前記技術的特徴の認定に誤りがあると判断し、第一審裁

判所の見解を覆した。中国最高人民裁判所の見解は以下の通りである。 
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使用環境特徴とは、請求項における発明の使用背景又は使用条件を説明するための技術的特徴を指

す。使用環境特徴は技術手段の取り付け、接続及び使用などの条件や環境に対する限定として表現さ

れることが多い。しかし、保護を請求する技術手段の複雑性に鑑みると、使用環境特徴は保護された

技術手段の取り付け位置や接続構造と直接的な関連性のある構造特徴に限らない。物の請求項の場合、

保護された技術手段の用途、適用対象及び使用方法などについて説明するための技術的特徴も、使用

環境特徴に属する。 

請求項に記載された使用環境特徴は請求項の必須な技術的特徴に属し、請求項の保護範囲に対し限

定作用を有する。そして、使用環境特徴による請求項の保護範囲に対する限定作用の程度は各事件の

具体的状況によって確定するものである。一般的には、被疑侵害技術手段が請求項に記載の使用環境

特徴で限定された使用環境に適用できるのであれば、被疑侵害技術手段は当該使用環境特徴を有する

と見なされる。 

本件実用新案に係る考案はネットワークプラグ上蓋の自動位置決め構造の技術手段である。請求項

1 に記載された「前端がある程度の長さで前記プラグ本体の内部に差し込まれ、複数の内部芯線を含

む LANケーブル」という技術的特徴について、当業者は実用新案登録請求の範囲、明細書及び審査経

過情報を読めば、本件実用新案の技術手段である上蓋の位置決め構造は LAN ケーブルに適用される

ものであること、及びその使用方法として LAN ケーブルの前端をプラグ本体の内部に差し込むこと

を明確かつ合理的に理解できる。よって、当該技術的特徴は使用環境特徴に属する。比較の結果、被

告が製造販売する被疑侵害製品は左側が LAN ケーブル通路の入口であり、LAN ケーブルを有しない

が、被疑侵害製品の実際の用途に基づき当業者の理解を合わせて考慮すれば、被疑侵害製品は LANケ

ーブルに適用され、且つ回路基板のケーブル保持具に LAN ケーブルと接続する部材が複数配置され

ており、使用時に LAN ケーブルの前端が被疑侵害製品の内部に差し込まれるため、被疑侵害製品は

本件実用新案請求項に記載された前記使用環境に適用できる。よって、被疑侵害製品は本件実用新案

請求項に記載された「前端がある程度の長さで前記プラグ本体の内部に差し込まれ、複数の内部芯線

を含む LANケーブル」という使用環境特徴を有すると判断すべきである。 

弊所コメント 

本件実用新案の製品はネットワークプラグ上蓋の自動位置決め構造であるため、製品自身は当然に

LAN ケーブル（31）を含まない。しかし、本件実用新案の製品の技術的特徴を明確に定義するため、

請求項に LAN ケーブル（31）に関する内容が記載されている。従って本件被告が製造販売する製品

のように LANケーブルを含まない態様の場合、「権利一体の原則」に基づき、侵害対比において本件

実用新案権を侵害しないと判断されるのが原則である。但し、もし本件実用新案請求項に記載の「前

端がある程度の長さで前記プラグ本体の内部に差し込まれ、複数の内部芯線を含む LAN ケーブル」
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という技術的特徴は「使用環境特徴」であり、且つ被疑侵害態様は当該使用環境特徴に適用できると

認定された場合、権利侵害を構成すると判断され、請求項の記載による解釈の制限を補うことができ

る。 

本件において、中国最高人民裁判所は下級裁判所の使用環境特徴に対する認定を覆し、本件実用新

案権者の権利は充分に保護された。本件は、将来権利を主張する時の参考事例にもなれると考える。 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」

（2020 年 4 月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月発行）が発売中 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」（2020 年 4 月）及び

「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月）に発明推進協会様より発行されています。 

2020 年 4 月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を

日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。 

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、

争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も 2022 年 2 月

17 日に出版されました。 

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解で

きるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。 

 

Wisdom 最新知財ニュース 

メルセデス・ベンツが台湾の帝寶工業（DEPO）を意匠権利侵害で訴えた件 二審判決でも帝寶敗訴 1800

万台湾ドルの賠償金支払い命令 
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2017 年、台湾の自動車用ライト部品のメーカーである帝寶工業（DEPO）は、製造するヘッドライトのデ

ザインが、ドイツのメルセデス・ベンツ社が有する意匠権を侵害しているとして、同社に提訴されていた。

知的財産裁判所は第二審判決において、帝寶工業の意匠権侵害を認定する第一審判決を維持する判決を下

したが、賠償金は 3000 万台湾ドルから 1800 万台湾ドルに減額された。（続きを見る） 

台湾 鴻海が中国紫光集団に 435 億台湾ドルを出資、専門家は半導体事業のポートフォリオ拡大が目的と

考察 

中国半導体大手の紫光集団は破産の発表後、新たな株主を取り込んでいるが、鴻海集団傘下の富士康工業

互聯網（FII）も新株主として名を連ねており、今後総額約 98 億元（約 435 億台湾ドル）の出資を行う予

定である。これにより鴻海集団の半導体事業ポートフォリオは大きな飛躍を遂げると見られる。（続きを

見る） 

 

受賞(Awards) 

弊所は 2022 World Trademark Review 1000 ランクイン、2021 IAM Patent 1000「Prosecution」選出、IP 

Stars 2022 及び ASIA IP 2022 でランクインしています。 
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